
随意契約を前提とした見積依頼です。

有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方といたします。

番号 種別 件　名　／　品　名 見積依頼書公表日 見積書提出期限 見積合わせの日時 備考

1 物品 MAMOR外８件の購入 令和８年３月５日（木） 令和８年３月１８日（水） 令和８年３月１９日（木） １０時００分

2

3

4

5

令和８年度駐留軍等労働者労務管理機構におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

令和8年3月5日



契約責任者

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構

総務部長　　　笠鳥　清司

１ 見積合わせ実施日

令和８年３月１９日（木）

２ 件名

MAMOR外８件の購入

３ 調達内容

４ 履行期間等

別添仕様書のとおり

５ 参加資格

６ 見積書等提出期限

７ 担当部署

東京都港区虎ノ門４－３－２０　神谷町ＭＴビル

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構　総務部会計課　会計係　

電話：０３－５４２２－１９２５

E-mail：

8 その他
　本件購入に係る契約は、令和８年度政府予算が成立することを条件とするもの
とし、当該契約の成立日は令和８年４月１日以降とする。

令和８年３月５日

オープンカウンター方式による見積合わせの実施について

品名 仕様等 数量

別添仕様書のとおり

（１）令和07・08・09年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）のうち、「物
　　品の販売」において「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」等級の格付を受け、
　　関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者、又は「独立行政法人駐留軍
　　等労働者労務管理機構におけるオープンカウンター方式による随意契約事務
　　実施要領」（以下「実施要領」という。）第５の第２号ただし書に該当する
　　者であること。
（２）その他の参加資格については、「実施要領」第５の第１号及び第３号から
　　第６号までに該当する者であること。

　見積合わせ参加希望者は、見積書について、５（１）に掲げる資格を証する書
面の写しを添付の上、令和８年３月１８日（水）午後５時までに、７に定める担
当部署宛てに持参、郵送、託送又は電子メールにより提出すること（郵送若しく
は託送による場合は必着）。ただし、実施要領第６の第３項ただし書の規定に該
当する場合は、５（１）に掲げる資格を証する書面の添付を省略できるものとす
る。

haihu_kaikei_honbu@lmo.go.jp



仕  様  書 

１ 件  名 
  MAMOR 外８件の購入 
 
２ 総  則 

 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構において業務に使用するための MAMOR
外８件を購入するものである。 

 
３ 物品に関する要求 

品  名 発売元 規 格 部  数 備  考 
MAMOR  
(マモル) 

扶桑社 月刊 1  

軍事研究 
 

ジャパン・ミリタリー 
・レビュー 

月刊 1 
 

 

月刊積算資料 （一財）経済調査会 月刊 1  

月刊物価資料 （一財）建設物価調査会 月刊 1  

週間東洋経済 東洋経済新報社 月３回 1  

法学教室 有斐閣 月刊 1  

日経パソコン 日経 BP 社 月２回 1  
月刊社会保険 （一社）全国社会保険協

会連合会 
月 1 回 1  

会計検査資料 （一財）建設物価調査会 季刊誌 1  

 
４ 契約期間 
  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間 
 
５ 納入場所 
  東京都港区虎ノ門４－３－２０ 神谷町ＭＴビル１２階 
  独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構本部 総務課 

 
６ 納品検査 
  納品時、納品書を提出するものとし、契約責任者又は契約責任者が指定した補助者の検

査をもって行うものとする。 
 
 



７ その他（要件事項） 
（１）本件履行に係る物品について、担当者が指定する場所へ納入するものとする。 
（２）納入等に係る諸経費は全て請負金額の範囲で行うものとする。 
（３）物品の包装及び配送時の梱包材等は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に

配慮されたものとする。 
（４）納入物品については、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成

12 年法律第 100 号）に基づく、特定調達物品等とし、環境物品等の調達の推進に
関する基本方針（令和８年２月３日変更閣議決定）に定める判断基準を満たすもの
とする。 また、特定調達物品等以外の物品についても、できるだけ環境に配慮さ
れたものとし、できる限り環境負荷の低減を図った物品を選定すること。 

  （５）本仕様書に定めのない事項又は、疑義の生じた事項については、その都度協議
して解決するものとする。 

（６）発注者及び受注者は、民法（明治２９年法律第８９号）その他の法令の規定に
のっとり、信義に従い、誠実にこの仕様書の内容を履行しなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


